
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
参
考
法
令
（
抜
粋
） 

 

「
住
民
基
本
台
帳
法
」（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 

 

第
三
十
条
の
九 

機
構
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
か
ら
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
が
番
号

利
用
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、

提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
関
係
） 

 

六
十
三
の
二 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
同
法
第
十
条
第
一
項
、

第
三
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
退
職
金
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
十
条
第
三
項
の
解
約
手
当
金
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
差
額
の
支
給
に
関

す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

 


